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伊佐市農業委員会第４回総会議事録 

 

１．開催日時  平成２６年７月１８日（金）午前９時００分から９時５７分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 

３．出席委員  （１９人） 

      会  長      ２１番委員 

      会長職務代理者   ２０番委員 

      委  員    １番委員  ２番委員   ３番委員   ４番委員 

５番委員  ６番委員   ８番委員   ９番委員 

１０番委員 １１番委員   １２番委員  １３番委員 

１４番委員 １６番委員  １７番委員  １８番委員 

  １９番委員   

 

４．欠席委員  （１人） 

         欠席者    １５番委員  

 

５．議事日程 

 第１ 議事録署名委員の指名 

１０番委員   １１番委員 

 

第２  議案第１号 「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定について 

 

       議案第２号 ｢農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定につい 

             て 

 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について 

 

議案第４号 ｢農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について 

 

議案第５号「非農地証明願」について  

 

６．農業委員会事務局職員 

        事務局長  農地振興係長   農地振興係書記 
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開始時間  午前９時 ００分 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

おはようございます。只今より、平成２６年度第４回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

皆さんおはようございます。 

本日は、１５番委員から体調が悪い為欠席届が出されております。 

本日の出席人員は１９人で、規定に達しておりますので、総会は成立

いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１０番委員と１１番委員に、お願いをいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号農地法第１８条第６項の

規定よる通知につきまして報告をお願いします。 

 

報告 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましてご報告

いたします。 

資料の１～３ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権の合意解約が、１０件ありまし

たので報告いたします。 

 

報告が終りました。 

委員の皆さん質問はありませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

議案第1号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決定

について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号、経営基盤強化促進法農地利用集積計画に係る意見決定の
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議 長 

 

 

１６番委員 

 

議 長 

 

１６番委員 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

うち所有権移転分について説明いたします。 

４ページをお開きください。 

整理番号１番につきまして、譲渡人は、公益財団法人鹿児島県地域振

興公社です。 

譲受人は、伊佐市大口山野にお住まいのＳＥ氏で、年齢は３９歳、自

治会は井立田で、経営面積は１４０,９２９㎡です。 

土地の所在地は、大口山野字三丸田、大口小木原字小松ノ元の２筆で、

地目はいずれも田で、面積は、３８８㎡と８６７㎡です。 

本件は、県地域振興公社の行う農地保有合理化事業を活用されたもの

です。 

続きまして、利用権設定につきまして説明いたします。 

８－１ページの総括表をお開きください。 

期間は２年９カ月から１０年で、面積は田、１２,８３４㎡、畑、８,

７８１㎡の合計２１,６１５㎡です。 

利用権の設定をする者の数１２人、設定を受ける者の数１１人です。 

 土地の明細につきましては、５ページから８ページの整理番号１番か

ら１２番のとおりです。 

 皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

只今事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質疑はございませんか。 

 

はい 

 

１６番委員。 

 

４ページの農地保有合理化事業の所有権移転売買価格が、単価的には

高いと思うのですが、これは国道沿いに面しているとか、条件が良いと

かがあるのですか。 

 

事務局 

 

３年前にあっせんでＳＥさんが購入されると言う事で、農地保有合理

化事業で公益財団法人鹿児島県地域振興公社がいったん購入しＳＥさ

んが耕作していましたが、３年が経過いましたので今回県地域振興公社

からＳさんが購入されるもので、３年前に価格が決められているもので

あります。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆さん他にご意見、質疑はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第1号の事務局の報告のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る

意見については、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て提案します。 

整理番号１番について、担当委員の調査報告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１番について、去る７月８日に申請人ＳＫさん、立会のもと、

現地調査を行いましたので３番が報告いたします。 

申請人ＳＫさんは、伊佐市大口牛尾に居住され、自治会は牛尾で、年

齢は６７歳であります。 

譲渡人ＳＺさんは、神奈川県相模原市津久井町中野にお住まいであり

ます。 

申請地は、伊佐市大口青木字野牟田原で、地目は畑、地籍は１，４４

４㎡・また同じく、地目は田、地籍は５４０㎡・青木字出水岡で、地目

は田、地籍は２，５００㎡・また同じく、地目は田、地籍は１，６３６

㎡であります、 

兄弟による、兄さんから弟への無償贈与であります。 

多々良石公民館の北側約１００ｍ位に位置し、南側Ｓさんの実家で、

東・西・北側は田んぼであります。 

受け人の経営面積は７，５８６㎡で取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は約６キロ位で、良く管理された水田

で、Ｋさんが耕作されていたものであります。 

経営意欲はあり、農機具等は所有されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について、３番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号２番について、去る７月１３日に現地調査を行いましたので、

１１番が報告いたします。 

申請人ＳＨさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、自治会は青木元、年

齢は６６歳です。 

渡し人、ＳＹさんは、姶良市加治木町新富町に居住されています。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字田ノ口、地目は田、地籍は９１６㎡で、

所有権移転売買であります。 

受け人の経営面積は１３，７１４㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅前５００ｍ位置しています。 

現況は良く管理された水田です。 

経営意欲もあり、農機具等は全て完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号２番について、１１番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

４番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号３番について、去る７月１６日に、現地調査いたしましたので

４番が報告いたします。 

申請人、ＴＥさんは、伊佐市大口曽木に居住され、自治会は針牟田で、

年齢は６６歳です。 

渡し人、ＮＴさんは、伊佐市大口針持に居住され、自治会は土瀬戸で、

年齢は７４歳です。 

申請地は、伊佐市大口針持字作道、地目は畑、地籍は８５８㎡と、針

持字青井、地目は畑、地籍は１，２７０㎡の２筆で、合計２，１２８㎡

で贈与であります。 

受け人の経営面積は、４９，６８９㎡で、取得可能面積であり、農業

従事者は３名で、通作距離は自宅よりは約５キロ位の所にあり、現況は

良く管理された畑で、経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

整理番号３番について、４番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の調査報告を求めます。 

９番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号４番について、去る７月１５日に、現地調査いたしましたので

９番が報告いたします。 

去る７月１６日に現地調査を行いました。 

申請人ＭＨさんは、伊佐市大口小木原に居住され、自治会は小木原上

中で、年齢は５９歳であります。 

渡し人ＭＫさんは、伊佐市大口小木原に居住され、自治会は小木原上

中で、年齢は９６歳であります。 

二人の関係は親子になります。 

申請地は、伊佐市大口小木原字屋敷田、地目は田、地籍は１９６㎡で、

贈与であります。 

受け人の経営面積は１０，０３９㎡で、取得可能面積であり、農業従

事者は２名で、通作距離は自宅よりは約１００ｍの所にあり、現況は良

く管理された農地で、経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、委任状、字図等が添付されており

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

９番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号４番について、９番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

１２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定しました。 

 

整理番号５番、６番については、譲受人が同一人ですので一括して報

告をお願いします。担当委員の調査報告を求めます。 

１２番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号５番、６番については、譲受人が同一人のため一括して報告い

たします。 

調査日は７月１４日に現地調査をいたしましたので１２番が報告い

たします。 

申請人で譲受け人ＦＲさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、自治会は

大峰で、年齢は５５歳です。 

整理番号５番の譲渡し人ＦＥさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、自

治会は大峰で、年齢は８５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字大峰他４筆で、地目は田と畑、地籍は合

計４，６３７㎡で贈与であります。 

整理番号６番の譲渡し人ＦＴさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、自

治会は大峰で、年齢は８３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字大峰他２筆で、地目は田と畑、地籍は合

計３，３２７㎡で贈与であります。 

受け人の経営面積は１７，７８２㎡で、取得可能面積であり、農業従

事者は２名で、通作距離は自宅より３００ｍ以内にあり、現況は良く管

理された農地であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１２番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号５番、６番について、１２番委員の調査報告のとおり、許可

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番、６番、許可が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号７番について、去る７月９日に現地調査を行ないましたので１

６番が報告をいたします。 

申請人ＴＴさんは、伊佐市大口大島に居住され、自治会は大島南で、

年齢は６２歳です。 

渡人ＳＴさんは、伊佐市大口大島に居住され、自治会は大島南で、年

齢は８５歳です。 

申請地は、伊佐市大口大島字火ノ島、地目は畑、地籍は４２９㎡で、

所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は８８，９９９㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は５０ｍで自宅の道路前で、現在受人

が耕作しております。 

また、受人は経営意欲もあり農機具等は全て完備されておりました。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書・字図等全て揃っております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終

わります。  

 

１６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号７番について、１６番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

９ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定しました。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て、申請件数７件について、７件の許可が決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について、担当委員の

報告を求めます。 

９番委員。 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について去る７月１５日

に、８番委員、１０番委員、私９番委員、申請人ＫＴさん立会のもと共

同調査を行いましたので、調査の結果を９番が報告いたします。 

申請人ＫＴさんは、伊佐市大口青木に居住され、自治会は下青木、年

齢は７４歳であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口青木字瀬ノ口道下、地目は畑、地籍は

９５㎡であります。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっており、転用目的は一般

住宅であります。 

申請地の所在地は、国道４４７号線沿いで、国道を挟んでＪＡ北さつ

ま東支所があります。 

転用目的は一般住宅と成っておりますが、昭和４９年に宅地に申請し

てあると思っておりますたが、指摘を受け調べてみたら、字瀬ノ口道下

は申請されてなく､この畑に住宅の一部が建築されている事に気づき再

度申請をされたとの事です。 

住宅の周りは、ブロック塀で、合併浄化槽を設置されており畑に戻せ

る状況ではありませんでした。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、事業計画書、被害

防除に関する計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、始

末書等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１９番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

９番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

整理番号２番、３番については、申請者が同一人で同じ地区ですので

一括して報告をお願いします。担当委員の調査報告を求めます。 

１９番委員。 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号２番、３番については、申請

者が同一人で同じ地区ですので一括して報告いたします。 

去る７月１５日に、２１番委員、私１９番委員と事務局の３名で、申

請人ＨＯ氏立会のもと共同調査を行いましたので、１９番が報告いたし

ます。 

申請人のＨＯさんは、伊佐市大口宮人に居住され、農業をされており

年齢は５５歳、自治会は大住であります。 

整理番号２番の申請地の所在地は、伊佐市大口宮人字大住で、地目は

田、地籍は１，５０３㎡です。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっており転用目的は太陽光

発電であります。 

申請地の所在地は、日本フードパッカー鹿児島株式会社の入口より曽

木の滝の方に１００ｍ位行った所に位置し南側市道、西と北は田、東側

は農道で、周囲に与える影響無いと思われます。 

パネル枚数２１０枚、太陽光発電量は約２４５ｋｗを予定しているそ

うです。 

整理番号３番の申請地の所在地は、伊佐市大口宮人字大住で、地目は

畑、地籍は４０７㎡です。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっており転用目的は太陽光
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

発電であります。 

申請地の所在地は、自宅の庭先で、南側道路、北側宅地、東側山林、

西側宅地で周囲に与える影響無いと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、被害防除計画書、被

害防除に関する誓約書、工事請負契約書、見積書、経済産業省の設備認

定証明書、位置図、地籍図、残高証明書、融資証明書等が添付されてお

ります。 

調査の結果この申請については２名の調査意見において、適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方の審議方をよろしくお願いしま

て、報告を終わります。 

 

１９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１９番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決

定に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番、３番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定

しました。 

 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請件数３件については、意見の決

定並びに許可及び諮問３件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について 整理番号１番について、担当委員の報

告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号１番について、去る７月１５日

に申請人ＹＳさん及び代理人の行政書士ＴＲ氏立会いのもと、１番委
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 委 員 

員、２番委員、私３番委員３名で共同調査いたしましたので私３番が報

告いたします。 

申請人ＹＳさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は６６歳、自治

会は浜里であります。 

譲渡人ＳＳさんは、伊佐市菱刈前目に居住の、年齢は６６歳でありま

す。 

申請地は、伊佐市大口里字羽祢田嶋、地目は田、地積は３０１㎡であ

ります。 

本申請は御主人の兄弟であるＳＳさんからの無償贈与されるもので

あります。 

現在ＹＳさんがお住まいの西側で転作田であり、駐車場と倉庫を作る

そうです。 

大口高校から北側木崎方向へ約５００ｍ位に位置して、南、北側住宅、

西側田んぼで、東側市道であり周囲に与える影響はないものと思われま

す。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、被害防除に関

する誓約書、害防除に関する計画書、位置図、字図等が提出されており

ます。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

３番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

６番委員。 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

びに許可及び諮問決定について、整理番号２番について、去る７月１５

日、申請人の代理人の行政書士ＴＲ氏立会いのもと、４番委員、５番委

員、私６番委員３名で共同調査いたしましたので６番が報告いたしま

す。 

譲受人は、伊佐市大口鳥巣にお住まいのＳＹさんで、６９歳、自治会

は鳥巣上あります。 

譲渡人は鹿児島市花野光ケ丘１丁目にお住まいのＫＩさんです。 

現在駐車場が１台分しか無く、転用目的は駐車場にするものであり、

今回ＫＩさんより所有権移転贈与するものであります。 

二人の関係は従兄弟同士であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口鳥巣字宮ノ前で、地目は畑、地積は１

１１㎡です。 

農地区分は、第２種農地でその他の農地となっております。 

申請地の所在地は、鳥巣公民館より北に１００ｍに位置し、南側は市

道、東は住宅、西は宅地、北は住宅、となっており周囲に与える影響は

ないものと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、事業計画書、

被害防除に関する計画書、被害防除に関する誓約書、委任状等が提出さ

れております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

６番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 

８番委員。 
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８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号３番について、去る１５日に申

請人の代理人で行政書士Ｋさん立会いのもと、私８番と９番委員、１０

番委員で、現地調査いたしましたので報告いたします。 

申請人で譲受け人は、伊佐市大口青木にお住まいのＴＭさん４５歳。 

譲渡人は、東京都日野市大字石田にお住まいのＨＫさんであります。 

申請地は、伊佐市大口原田字西原で、地目は畑、地積は８３３㎡であ

ります。 

本申請は所有権移転売買であり、転用目的は住宅兼事務所及び駐車場

を建設されるものであります。 

農地区分は、第２種農地その他農地であります。 

申請地の所在地は、西原八幡神社入口より南へ約１００ｍの位置し東

側は山と畑、南側は山林、西側宅地、北側宅地であり周囲に与える影響

はないものと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、融資証明書、

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図、委任状等が提出さ

れております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

８番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

８番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号４番については、取下げされました。 

 

整理番号５番について、担当委員の報告を求めます。 

２番委員。 
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２ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号５番について、２番が調査の結

果を報告いたします。 

去る７月１５日に１番委員、３番委員と私２番で、共同調査いたしま

した。 

立会人として、行政書士のＫ氏が出席しております。 

譲受け人は、伊佐市大口原田にお住まいのＭＫさん５５歳でありま

す。 

譲渡人は、熊本市山ノ神１丁目にお住まいのＫＫさん７５歳でありま

す。 

本申請は所有権移転売買であり、転用目的は一般住宅を建設される物

であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口里字羽祢田島他２筆で、地目は田、地

積は合計５０６．９㎡であります。 

用途区分は第１種農地集団性のある農地で、１０ha以上の集団性のあ

る農地としても、隣接住宅があり集落接続施設として問題ないと思いま

した。 

申請地の所在地は、大口ふれあいセンターから北へ７００ｍ位に位置

しており、東側は市道、西側は田、南側は転作田、北側は田であり周囲

に与える影響はないものと思われ、現況は転作田です。 

汚排水処理等は、合併浄化槽を設置するとの事です。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、配置図、事

業計画書、被害防除に関する計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水

処理確約書、資金証明書、委任状等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

２番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

２番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

よって整理番号５番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請５件のうち、取下げが１件、許可

及び諮問４件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号 非農地証明願について、提案します。 

整理番号１番について、担当委員の報告を求めます。 

１２番委員。 

 

議案第５号 非農地証明願のうち整理番号１番について、去る７月１

５日に、１１番委員、１２番委員、１３番委員 3名で共同調査をいたし

ましたので１２番が報告いたします。 

申請人ＳＹさんは、姶良市加治木町新富町に居住されております。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原、地目は畑、面積は９２０㎡で

す。 

申請地の所在地は、本城小学校から西南の方向に８００ｍ位に位置し

ており、周囲の状況は、四方山林に囲まれています。 

非農地となった時期は、平成２年４月ごろから隣接地は山林化した為

耕作放棄したとの事です。 

農地性は喪失していて、農地への復旧は困難であると３名の調査委員

とも判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が添付されており

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１２番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１２番委員の報告のとおり、非農地として証明することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員挙手、 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定しました。 

 

議案第５号 非農地証明願は、１件申請のうち、１件の証明許可が決

定しました。 

 

その他 事務局お願いします。 

 

月例報告です。 

最後のページになります。 

７月分の月例報告です。 

１５日を中心に現地調査をやって頂きました。 

本日１８日が、第４回目の農業委員会の総会でございます。 

２６日が、７月の県の定例常任会議員会議が鹿児島市でございます。 

８月の行事予定ですが、１５日を中心に現地調査をお願いします。 

２０日が、第５回目の農業委員会の総会になります。 

２１日が、鹿児島県農業委員会大会があります。 

２６日が、８月の定例常任会議員会議になります。 

以上です。 

 

他にありませんか。 

(なし) 

 

私の方から、農業委員会制度・組織改革については、小里さんの農政

説明会の時に１８番委員も質問して頂いたのですが、改革としては、諮

問で改革があった通りの状況で進んで行くと言う事でした。 

法案の中で審議して行くと言う事ですので、我われ委員としては問題

として指摘する事を整理して農業会議を通じで、国会議員の方々にお願

いしていく必要があると思いますので、諮問会議等でしっかり意見を述

べて行きたいと思います。 

それから最近、農家の方々から農業委員はどんな仕事をしているのか

と、質問がきました。 

なんでもかんでも対応してあげると言う訳にはいかないと思うので

すが、用水路の件とか、ジャンボタニシの件まで相談して来られました。

ジャンボタニシは今どこでもいると話しをするのですが、解決策は無い

ものだろうかと来られますので、相談には乗ってください、用水路等に

ついても土地改良区か水利組合がしっかりしていると思うのですが、そ
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

 

伊佐市農業委員会 

会      長   会   長 

         

 

伊佐市農業委員   １０番委員 

         

 

伊佐市農業委員   １１番委員 

         

 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

うゆう事で対策は取ってくれると思いますので、委員の皆さんもなんで

もかんでも相談に乗る訳には行かないと思いますが、農業委員として話

しを聴いて下さい。 

 

これで、平成２６年度第４回農業委員会総会を終ります。 

姿勢を正してください。 一同礼。 

 

終了時間  午前９時５７分 

 

  


